
文
永
元
年

■

一
一六
四
年
）、

日
蓮
上
人
が
四
十
二
歳
厄
年

の
お
り

一週
間
当
社
に
こ
も
っ

て

一
心
不
乱
に
刀
を
振
る
い
、

誓
願
成
就
の
お
礼
と
し
て
奉

納
し
た
の
が

こ
の
狛
犬
で
あ

る
。他

に
館
山
市
の
指
定
文
化

財
と
し
て
、
高

不
、
燃

箱
、

木

椀
、
双
鳥
花
草
文
円
鏡
、

双
鳥
花
草
文
八
陵
鏡
が
あ
る
。

神
棚
は
床
の
間
に
奉
安
す
る
の
が
理
想

的
で
す
が
、
一
般
に
は
家
の
内
で
最
も
清
浄

を
保
ち
や
す
く
、
朝
夕
の
拝
礼
が
し
や
す

い
場
所
が
適
当
で
す
。

よ
く
神
棚
を
設
け
る
際
に
、
そ
の
方
向

を
云
云
し
ま
す
が
、
古
い
伝
え
に
よ
り
ま

す
と
「南
向
き
に
ま
つ
る
を
最
も
吉
と
し
、

東
向
き
に
ま
つ
る
も
宜
し
」
と
あ
り
ま
す
。

神
棚
の
正
面
に
天
照
皇
大
神
様
の
御
神

札
を
ま
つ
り
、
向
っ
て
右
側
に
氏
神
様
の

御
神
札
を
ま
つ
り
、向
っ
て
左
側
に
八
百
万

の
神
々
様
の
御
神
札
を
御
ま
つ
り
し
ま
茂

ま
ず
水
で
手
と
口
を
清
め
て
御
神
前
に

進
み
、
祈
念
を
こ
め
て
二
拝

（二
度
お
じ

ぎ
を
す
る
）
次
に
二
拍
手
し
、
も
う

一
度

拝

（お
じ
ぎ
）
を
し
ま
す
。

こ
れ
は
神
社

へ
御
参
拝
の
場
合
、又
家
庭

の
神
棚
の
拝
礼
の
と
き
も
同
様
で
す
。

神社
記

姜

;:＼
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「安
房
忌
部
家
系
之
図
」
に
よ
れ
ば
、
元
正
天
皇

の
養
老
元
年

（七

一
七
）
に
現
在
の
場
所

へ
と

天
太
玉
命
を
奉
斎
し
、
同
時
に
天
富
命
も
下
の
宮

に
祀
っ
た
と
い
う
。

上
の
宮
の
御
祭
神
で
あ
る
天
太
玉
命
は
、
天
照

大
神
の
そ
ば
近
く
重
臣
と
し
て
奉
仕
し
、
天
照

大
神
が
天
岩
戸
に
お
隠
れ
に
な
っ
た
時
に
は
、

中
臣
氏
の
祖
神

・
天
児
屋
根
命
と
と
も
に
大
神

の
出
御
の
た
め
に
活
躍
し
た
神
で
あ
る
。
ま
た

子
孫
に
も
の
を
作
る
技
術
に
長
け
た
神
が
多
く

い
た
こ
と
か
ら
、
産
業
の
総
祖
神
と
し
て
そ
の

神
徳
を
世
に
顕
わ
し
て
い
る
。

現
在
は
安
房
全
域
を
は
じ
め
上
総

・
下
総

・

関
東
地
方
の
信
仰
を
集
め
て
お
り
、
交
通
安
全

・

厄
除
開
運
・家
内
安
全
・商
売
繁
盛
な
ど
を
願
う

人
々
が
こ
の
地
を
訪
れ
て
い
る
。

歳
　
日
一　
祭

有
　
明
　
祭

置

炭

神

事

粥

占

神

事

一
月

一
日

一
月
四
日

一
月
十
四
日

一
月
十
五
日

節
　
分
　
祭

建
　
国
　
祭

祈
　
年
　
祭

桜
　
花
　
祭

御

田

植

祭

下

の

宮

祭

厳

島

社

祭

大
　
祓
　
式

忌

部

塚

祭

例

　

　

祭

御

仮

屋

祭

二
月
三
日

二
月
十

一
日

二
月
十
七
日

四
月
初
旬

五
月
上
旬

五
月
十
日

六
月
十
日

六
月
三
十
日

七
月
十
日

八
月
十
日

九
月
十
日

本

社

御

祭

神

（上

の
宮
）

日
本
産
業
総
祖
神

あ

め

の

ふ

と

た

ま

の

み

こ

と

天

太

玉

命

相

殿

・
后

神

あ

め

の

ひ

り

と

め

の

み

こ

と

天

比

理

刀
畔

命

摂

社

御

祭

神

（下

の
宮
）

房

総

開

拓

の
神

天

　

富

　

命

実

太
玉
命
御
孫
む

日

本

武

道

祖

神

天

忍

日

命

実

奎

倉

霜

）

「古
語
拾
遺
」や
「先
代
旧
事
本
紀
」
と
い
っ
た
書
物

に
よ
れ
ば
、
安
房
神
社
の
始
ま
り
は
二
六
七
〇
年

以
上
前
に
さ
か
の
ぼ
る
と
い
う
。
現
在
下
の
宮
に

祀
ら
れ
て
い
る
天
富
命
は
、
神
武
天
皇
の
勅
命
に

よ
り
四
国

・
阿
波
徳
島
の
忌
部

一
族
を
率
い
肥
沃

な
土
地
を
求
め
て
旅
立
つ
こ
と
と
な
り
、海
路
黒
潮

に
の
り
房
総
南
端
の
こ
の
地
に
到
着
し
た
。
そ
し
て

上
総
。下
総
に
進
み
麻
や
穀
（紙
の
原
料
）と
い
っ
た

植
物
を
播
殖
し
て
、
そ
の
産
業
地
域
を
広
げ
て
い
っ

た
。
開
拓
を
終
え
た
天
富
命
は
、
無
事
成
し
遂
げ

ら
れ
た
の
も
祖
先
の
御
加
護
に
よ
る
も
の
だ
と
考

え
、
祖
父
に
あ
た
る
天
太
玉
命
を
お
祀
り
し
て
、

祖
先
の
恵
み
に
感
謝
し
た
の
で
あ
る
。

ン:プ
国
　
司
　
祭

・‥

九
月
中
旬

琴

平

社

祭

‥

九
屋

一十
七
日

抜
　
穂
　
祭

・‥

十
月
上
旬

新
　
堂
日　
祭

・‥

十
一屋

平
一一百

新
穀
感
謝
祭

・‥

十

一
月
下
旬

神

狩

祭

…

主

月
垂

省

大

祓

式

…

主

月
二

日

除

夜

祭

…

主

月
二

日

※

そ
の
他
毎
月

一
日
に

月
次
祭
が
あ
る
。

く

一
月
十
四
日
の
夕
刻
、
正
月
に
用
い
た
門
松
の

松
材
で
火
を
お
こ
し
て
粥
を
炊
き
、
薪
が
燃
え
尽

き
る
こ
ろ
お
き
を
十
二
本
取
り
出
し
て
並
べ
、そ
の

燃
え
具
合
に
よ

っ
て
神
主
が

一
年
間
の
天
候
を

占
定
す
る
の
が
「置
炭
神
事
」
で
あ
る
。

一
方
の
「粥
占
神
事
」
は
、
す
の
こ
状
に
編
ん
だ

十
二
本

の
葦
筒
を
そ
の
鍋
に
入
れ
て

一
晩
置
き
、

明
く
る
十
五
日
の
朝
、
取
り
出
し
た
葦
筒
を

一
本

ず

つ
小
刀
で
割

っ
て
粥
の
入
り
具
合
や
つ
や
に
よ

り
そ
の
年
の
農
作
物
の
豊
凶
を
占
定
す
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
。

当
社
旧
記
に
は
、
こ
れ
ら
の
神
事
が
宝
暦
年
間

か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。


